			　　
　　　　　　令和８年５月１日
世田谷区

世田谷区被保護者自立高齢世帯生活状況調査及び日常生活支援業務委託
事業者募集説明書


１　趣旨
　　事業は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）により保護を受けている介護等を要しない６５歳以上の者のみで構成され、福祉事務所管内に居住する世帯に対して、年３回以上の訪問を行い、高齢者世帯の課題について見過ごしの防止と、高齢者特有の課題に対する生活・健康維持向上につながる助言や支援、調査等を行う事業を実施することにより、支援対象世帯の日常生活・社会生活の自立を促し、世帯が地域の中で孤立せず、健康で安心して暮らせるようにすることを目的とする。

２　委託業務の概要
世田谷区（以下「区」という。）の指定した支援対象者（以下「対象者」
という。）に関して、以下の支援を行う。
（１）事前調整
①区は受託者に、「年間訪問計画票」の交付をもって支援対象者を通知する。
②受託者は支援対象者の訪問を適切に実施できるよう訪問計画を策定する。
（２）訪問業務
①居宅訪問を実施して、区の定めるチェックリストにより 世帯員の安否確認を中心に日常生活の状況を把握する見守り支援、また健康状態の把握（通院・服薬状況等の確認）を行い福祉事務所に報告する。また、必要応じて生活・健康の維持向上につながる助言を行う。 
②日常生活上の課題、悩み事について必要な相談を受け、遅滞なく福祉事務所に報告する
③生活保護実施要領等により定められている提出書類、申請書等を必要に応じて受け取り、福祉事務所へ代理で提出する
④居宅訪問を実施し、不在等のため状況把握等を実施できなかった場合は「不在時連絡票」を投函し、再度居宅訪問を実施する。
⑤居宅訪問を実施し、病気の急変や生命の危険があるような緊急時には速やかに緊急対応を行う。
（３）連絡会議等への出席
福祉事務所において開催する連絡会議に出席し、業務の実施状況を報告するとともに情報共有を図る。
（４）業務報告
①受託者は、訪問から２週間以内に世田谷区が別に定めるチェックリストを管轄の福祉事務所に提出するとともに、訪問内容等についての報告を行う。ただし、最終月については３月末日とする。
②２週間に一度の頻度で各福祉事務所が指定する場所において生活保護システムに訪問実績を入力する。ただし、最終月については３月末日とする。
③（４）および①②に定めるほか、対象者の状況において緊急な報告が必要な際には、速やかに福祉事務所へ報告を行うこと。

３　支給対象者数
　　１０００世帯程度

４　実施体制
　　　受託者は、委託業務の実施に際し、以下の条件を満たす人員をもって行わせることができる。
（１）受託者は、高齢者の居宅生活支援に関する知識を有する介護福祉士、社会福祉士、
介護支援専門員のいずれかの資格を有する者を生活支援員（以下「支援員」という。）として、受託者の運営する事務所に配置する。
（２）支援員および委託業務管理者は、受託者と雇用関係にある者に限る。
（３）受託者は、支援員に対し、使用者として、労働基準法、労働災害補償保険法、その他法令上のすべての責任を負う。
（４）受託者は、事業の実施に従事させる支援員について、氏名及び資格に関する情報を､区に対し速やかに報告すること。報告の際は、当該資格に関する情報が確認できるものを添付すること。
（５）受託者は委託業務の円滑な履行を図るため、支援員に対し必要な研修等を実施するものとする。
（６）受託者は、事業の実施にあたり、責任者（委託業務管理者）を選任し、区との協議を行うものとする。
（７）受託者は、訪問支援業務等の履行にあたり携帯電話等を使用する場合は、パスワードを設定の上、個人情報の取り扱いに十分留意しなければならない。履歴として記録された電話番号など不必要な個人情報については、随時削除するとともに定期的に削除されていることを確認しなければならない。また、携帯電話等にストラップ等を取り付け、着用するなど紛失防止の対策を行わなければならない。
（８）受託者は、個人情報は事務所内の施錠できるキャビネットに保管し、むやみに外に持ち出してはならない。業務で必要となる個人情報を持ち出す必要がある場合は、施錠できるケースに入れ、手元から離すことのないよう細心の注意を払うこと。
（９）受託者がチェックリスト等を福祉事務所に持参するにあたっては、施錠できるケースに入れる等書類の管理には最大の注意を払い、事務所から担当の福祉事務所に直行すること。
（10）受託者は、適切な傷害・賠償責任保険等に加入すること。
（11）区は、支援員の勤務状況、支援指導の状況等に不適切と思われる事由があるとき
は、受託者に対して支援員の変更を求めることができる。

５　履行期間　
[bookmark: _Hlk228276226]令和８年９月１日から令和９年３月３１日まで
　　　　
６　参加資格
世田谷区被保護者自立高齢世帯生活状況調査及び日常生活支援業務の実施に意欲と遂行能力を有する法人であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当しないこと。
（２）世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。また、世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けていないこと。
（３）都道府県民税・区市町村民税に滞納がないこと。
（４）令和３年度（２０２１年度）以降、都内又は近隣区市において、生計困難者に対するサービス提供に関する事業を実施していること、又は実施した実績があること。
（５）社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１９条第１項各号のいずれかに該当する者を支援員として配置することができること。
（６）一般社団法人日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」または「情報セキュリティマネジメント（ＩＳＭＳ）適合性評価制度」の認証を取得（取得申請中を含む）していること。
（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２ 条第６号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加してい ないこと。
（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事 再生法（平成１１年法律第２５５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
[bookmark: _Hlk176530503]（９）「世田谷区被保護者自立高齢世帯生活状況調査及び日常生活支援業務委託事業者選定審査委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。
　　　※委　員：嶋津　武則　北沢総合支所保健福祉センター所長
　　　　委　員：泉　　哲郎　砧総合支所保健福祉センター所長
　　　　委　員：内田　潤一　北沢総合支所保健福祉センター保健福祉課長
委員の変更があった場合は区が参加表明書を受領した者に通知する。ただし、区
による参加資格の確認や提案書の選定の結果、本契約の相手方として特定する予
定のない事業者は除く。
本プロポーザルにかかる利害関係の有無について、変更後の委員からの聞き取り等により確認する。仮に利害関係があることが判明した場合は、当該委員を速やかに交代又は審査から除外するものとする。  

８　予算額（令和８年度）
[bookmark: _Hlk228277816]１４，４３５，５０２円（消費税込）
[bookmark: _Hlk174956166]※委託料の具体的な金額については、受託者決定から契約締結までの間に委託内容とともに調整し決定する。

９　参加表明・提案期間及び方法
（１）参加表明・提案期間
　　① 参加表明書　
ア）提出期間
令和８年５月１日（金）～５月２９日（金）【午後５時必着】
　　　イ）受付時間
午前９時～午後５時。（ただし、土日祝日を除く。）
② 提案書類
ア）提出期間
令和８年６月３日(水)～７月１日(水)【午後５時必着】
1） 受付時間
午前９時～午後５時（ただし、土日祝日を除く。）
③ 提出にあたっての注意事項（①、②共通）
 ア）提出先の世田谷区保健福祉政策部生活福祉課窓口（第２庁舎５階５１番窓口）
まで直接持参してください。
イ）提出期間、受付時間は厳守してください。
（２）書類の提出について
① 参加表明書
本募集説明書の内容を確認し、提案書の提出の意思がある場合は、上記９（１）①の期間内に、「参加表明書」別紙１に必要事項を記入のうえ提出してください。
　 ② 提案書類
上記９（１）③の期間内に、「提案書類作成要領」別紙２に従い、以下の様式により作成し、提出してください。
様式１　提案申込書
様式２　提案書表紙
様式３　事業全体についての考え
様式４　実施計画
様式５　実施体制
様式６　生計困難者に対するサービス提供に関する事業の実績
様式７　独自提案
様式８　見積金額
（３）提案に伴う費用について
　　　提案に関して必要な費用は、全て提案者の負担とします。

（４）禁止行為等
①　提案書の提出期限後における提案書の訂正又は差し替え、追加提出等は認められません。
②　本件の提案における虚偽の記載その他不正な行為が判明した場合、その提案は無効とします。
（５）結果の公表　
区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称、並びに提案者を特定した理由（審査経過等）を公表することができるものとします。

１０　選考及び選定方法
提案書の形式等審査を通過した事業者のうち、選定は選定委員会により行うこととし、提案書及びプレゼンテーション・ヒアリングに基づいた採点の合計得点の最も高い提案者を特定します。
（１）選定委員の構成
　　　※委　員：嶋津　武則　北沢総合支所保健福祉センター所長
　　　　委　員：泉　　哲郎　砧総合支所保健福祉センター所長
　　　　委　員：内田　潤一　北沢総合支所保健福祉センター保健福祉課長
（２）審査
　　書類審査プレゼンテーション・ヒアリング審査
　　　※選定結果は、文書で通知します。
　　　※提出書類の内容等について、必要に応じて説明を求める場合があります。

１１　提案書の提出者を選定するための基準
本件では、提案書の提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行います。

１２　提案書を特定するための評価基準
　　選定にあたっては、次に掲げる内容を評価します。
（１）提案書の形式等について
1 提案書類の形式、部数等注意事項等の遵守
2 見積金額の妥当性
（２）提案書の内容について
① 事業趣旨の理解
2 実施計画の内容
3 実施体制
4 [bookmark: _Hlk228278257]生計困難者に対するサービス提供に関する事業の実績
5 独自提案・アピール性
（３）プレゼンテーション・ヒアリングの内容について
1 事業執行力
2 課題解決力
3 実績の信頼性
4 将来性
5 総合評価


１３　提案にあたっての質問について
（１）提案にあたって質問がある場合は、「世田谷区被保護者自立高齢世帯生活状況調査及び日常生活支援業務委託提案に関する質問票」別紙３に質問事項を記入のうえ、メール又はファクシミリでお送りください（電話による受付は行わないので注意してください）。
　　① 質問票送信先：世田谷区保健福祉政策部生活福祉課生活福祉担当　あて
ファクシミリ：０３－５４３２－３０２０
※メールアドレスは招請通知にて記載する。
2 質問受付期間
令和８年６月３日(水)から６月１０日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【午後５時必着】まで
（1） 質問の回答は、ファクシミリにて、招請通知を発送した全事業者に行います。
　　回答（予定）日：令和８年６月１９日（金）

１４　今後のスケジュール
　　　令和８年　手続開始の公告　　　　　 ５月　１日（水）
参加表明書提出期限　　 　５月２９日（金）午後５時必着
招請通知　　　　　　　　 ６月　２日（月）
質問提出期限	　　 ６月１０日（水） 午後５時
質問回答予定　　　　　　 ６月１９日（金）
提案書提出期限　　       ７月　１日（水）午後５時必着
７月下旬　　　　　（予定）プレゼンテーション・ヒアリング実施
８月上旬　　　　　（予定）選定結果の通知
１５　その他
（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨に限る。
（２）契約保証金　免除
（３）契約書作成の要否　要
（４）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無　無　
（５）関連情報を入手するための照会窓口　下記１６に同じ
（６）世田谷区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。
（７）提案に係る一切の費用については、すべて提案者の負担とする。
（８）提案者からの提出物は、世田谷区の所有とし、返却しない。また、世田谷区では、本件の目的以外に使用しない。
（９）本プロポーザルは、事業者の選定のみを目的とし、区は提案書の内容に拘束さ
れないものとする。
（10）提案書が特定された事業者を本件業務委託契約の随意契約の相手方となるべき候補者とし、契約に向けての業務内容、契約条件等の協議を行う。

１６　問い合わせ先（参加表明書・提案書提出先）
　　世田谷区世田谷４－２２－３５　世田谷区役所　第２庁舎５階５１番窓口
　　世田谷区保健福祉政策部生活福祉課　　　担当： 
電　話：０３－５４３２－２９３２　ＦＡＸ　０３－５４３２－３０２０
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